
Ｎｏ．33 雇用就農資金事業【国事業】　

事業概要

　雇用就農を促進するため、50歳未満の就農希望者を新たに雇用
して技術等を習得させる農業者等に対して資金等を交付します。

＜農業をはじめる.jp（全国農業会議所）のＨＰ＞
https://www.be-farmer.jp/farmer/employment/fund/

令和８年度
予算額
（国）

107億円
の内数

交付対象者
50歳未満の就農希望者を新たに雇用して
技術等を習得させる
農業者、農業法人等

補助率等
雇用就農者１人当たり年額最大60万円
×４年間（最長）

募集期間
第１回：令和８年３月４日～４月７日
第２回：令和８年６月18日～７月22日
第３回：令和８年10月22日～11月25日

問合せ先

弘前市農林部農政課　担い手育成係
　℡　40-0767

※申請先は（一社）青森県農業会議となり
　ます。

雇用就農による担い手の確保・育成を支援します！

二次元コード

https://www.be-farmer.jp/farmer/employment/fund/

